
車 両 仕 様 書 
 
１ 物 件 名   公用車賃貸借 
２ 賃貸借期間   納入日から 60ヶ月 
３ 納 入 場 所   伊賀市上野丸之内地内 
４ 納 入 期 限   平成 29年９月 30日 
５ 契 約 方 法   市と落札者によるリース契約。ただし、落札者が直接賃貸出来ない場合は、業

者指定のリース会社を含めた３者による契約も可とするが、リース会社は伊賀

市入札参加資格者名簿に登録されていること。 
６ 支払い方法   月額リースの算定期間は、リース開始日から翌月応答日の前日までの１ヶ月間

とし、落札者（３者契約の場合はリース会社）は同期間のリース料を、算定期

間の終了後に請求するものとし、市は落札者から適正なリース料金の請求を受

理した日から起算して 30日以内に落札した者の指定した口座へ振り込む。 
７ 主要緒元    ① 自動車の種別 普通自動車 
          ② 用途     乗用 
          ③ 車体の形状  ステーションワゴン（ミニバンタイプ） 
          ④ 総排気量   2.0L以上（ハイブリッド車） 
          ⑤ 燃料     ガソリン 
          ⑥ 駆動方式   四輪駆動 
          ⑦ ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ   AT 
          ⑧ 乗車定員   7人 
８ 車体色     シルバーを基調とした色 
９ 数 量   １台 
10 保 険 等   任意保険は発注者において加入する 
11 特別仕様・付属品  

① パワーウインドウ 
② パワースライドドア（両側） 
③ 集中ドアロック 
④ フロアーマット 
⑤ サイドバイザー 
⑥ スタッドレスタイヤ（ホイール付き） 
⑦ ＥＴＣ 
⑧ カーナビゲーションシステム（バックビューカメラモニター連動） 
⑨ バックビューカメラ 
⑩ 三角停止表示板 
⑪ 標準付属品 ジャッキ、工具一式 

           ・この仕様に記載されていない事項であっても、当然必要と思われるものに

ついては装備し、また疑義不明な点は、市の指示によるものとする。 



12 その他価格に含まれる項目 
          ○登録納車費用 
          ○自動車取得税 
          ○自動車税 
          ○自動車重量税 
          ○メンテナンスサービス 
          ・車検（定期点検整備及び継続審査）継続者整備とそれに伴う検査、車検更新

手続き 
          ・法定定期点検整備 
          ・点検時に必要な油脂類等消耗部品の交換 
          ・エレメント類・ベルト・ＬＬＣ・ブレーキパット等をメーカーの定めたサイ

クルで交換 
          ・バッテリー交換必要個数 
          ・タイヤ交換（ラジアルタイヤ･スタッドレスタイヤ） 
          ・エンジンオイル交換・補充 
          ・油脂類の交換・補充 
          ・エアコン修理及びクーラーガス補充 
          ・一般消耗品交換 
          ・パンク修理 
          ・カーナビゲーションの更新 
          ○メンテナンスサービスに含まれない項目 
          ・市の故意、重大な過失または、契約違反により発生した損傷・不具合の修理

費用 
          ・油脂類不足、エンジンの過回転、過積載等、市の不注意または仕様の限度を

超える酷使により発生した損傷・不具合の修理費用 
          ・走行機能以外の部位における経年劣化によって発生した修理費用 
           例：塗装・メッキ等の自然褪色 
             内張り、シート等のはがれ・褪色・へたりの修理 
          ・その他、市との契約で定められたメンテナンスサービス範囲外の費用 
          ・リース終了後は、車両は返却するものとし、返却に際し発生する費用は落札

者の負担とする。 
13 走 行 距 離   １ヶ月の走行距離は、2,000kmを想定しておくこと。 
14 その他     シート配列については３列配列とし、３列目シートは床下収納可能若しくは、

スライド機能付とする。 


